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８月３１日（月）は  
町・県民税２期分、国民健康保険税  
２期分の納期限です。  

ひとり親世帯臨時特別給付金のお知らせ 
 

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親

世帯では特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯への子育て負担

の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金が支給されます。 

【支給対象者】 

（基本給付） 

① 令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方 

② 公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方 

③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当 

を受給している方と同じ水準となっている方 

（追加給付） 

上記①、②の支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変 

し、収入が減少した方 

【給付額】 

（基本給付）１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円 

（追加給付）１世帯５万円 

【支給手続き】 

・基本給付①に該当する方は申請不要です 

８月中に、令和２年６月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込まれます 

※給付金を希望しない場合は届出が必要です 

・基本給付②、③及び追加給付に該当する方は申請が必要です 

提出された申請内容を確認し、給付金の支給要件に該当する場合は指定口座に振り込 

まれます 

【申請期間】 

令和２年８月３日（月）～令和３年２月１５日（月） 

※土・日・祝日および年末年始（１２月２９日～１月３日まで）を除く 

※郵送による申請も可能です。令和３年２月１５日（必着） 

【問い合わせ・申請先】 

町民生活課 福祉支援班（内線１６１） 
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旧
鶴
田
小
学
校
で

使
用
し
た
児
童
用

図
書
を
お
ゆ
ず
り

い
た
し
ま
す 

 

《
教
育
委
員
会
》 

本
年
三
月
末
を
も
っ
て
閉
校
と

な
っ
た
旧
鶴
田
小
学
校
で
使
用
し

た
児
童
用
図
書
を
八
月
五
日
（
水
）

～
八
月
六
日
（
木
）
の
期
間
に
町
民

の
皆
さ
ま
へ
無
償
で
お
ゆ
ず
り
い

た
し
ま
す
。 

希
望
さ
れ
る
方
は
、
右
記
期
間
の

朝
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
多
目

的
室
（
図
書
保
管
場
所
）
を
開
放
い

た
し
ま
す
の
で
、
旧
鶴
田
小
学
校

（
現
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
ス
ク
ー
ル
つ

る
た
）
ま
で
、
お
い
で
く
だ
さ
い
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

教
育
委
員
会 

学
務
総
務
班 

 

（
内
線
２
１
３
・
２
１
４
） 

 

「
教
室
・
催
事
」

中
止
の
お
知
ら
せ 

 

《
教
育
委
員
会
》 

九
月
か
ら
開
催
を
予
定
し
て
お

り
ま
し
た
「
鶴
田
町
こ
と
ぶ
き
大
学
」

お
よ
び
「
歴
史
文
化
伝
承
館
展
示
ギ

ャ
ラ
リ
ー
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
予
防
と
拡
大
防
止
の
観

点
か
ら
今
年
度
の
開
催
を
中
止
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

開
催
を
楽
し
み
に
さ
れ
て
い
た

皆
さ
ま
に
は
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
い

た
し
ま
す
が
、
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

教
育
委
員
会 

社
会
教
育
班 

（
内
線
２
１
１
・
２
１
２
） 

 

人
権
相
談
・
行
政

相
談
中
止
の
お

知
ら
せ 

 
《
町
民
生
活
課
》 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
防
止
の
た
め
、
当
面
の
間
、
面

談
に
よ
る
相
談
は
中
止
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

な
お
、
左
記
問
い
合
わ
せ
窓
口
を

開
設
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
利
用

く
だ
さ
い
。 

・
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番 

☎
０
５
７
０
―
０
０
３
―
１
１
０ 

・
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番 

☎
０
１
２
０
―
０
０
７
―
１
１
０ 

・
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン 

☎
０
５
７
０
―
０
７
０
―
８
１
０ 

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
人
権
相
談
窓
口 

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w.
j
i
n
k
e
n
.g
o
.
j
p
/ 

 

鶴
田
町
戦
没
者

追
悼
式
中
止
の

お
知
ら
せ 

 

《
町
民
生
活
課
》 

今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
の
た
め
、
今
年
度
の
鶴

田
町
戦
没
者
追
悼
式
を
中
止
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

何
と
ぞ
ご
理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

町
民
生
活
課 

福
祉
支
援
班 

（
内
線
１
６
４
） 

 

令
和
二
年
鶴
田
町

民
ゴ
ル
フ
大
会
の

お
知
ら
せ 

 

《
教
育
委
員
会
》 

 

鶴
田
町
民
の
親
睦
と
健
康
増
進
を

図
る
た
め
、
鶴
田
町
民
ゴ
ル
フ
大
会

を
開
催
し
ま
す
。 

●
日
時 

九
月
十
三
日
（
日
） 

午
前
九
時
二
十
四
分
ス
タ
ー
ト 

※
現
地
受
付
を
午
前
八
時
五
十
分

ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。 

●
場
所 

 

津
軽
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
百
沢

コ
ー
ス 

※
表
彰
式
お
よ
び
懇
親
会
は
、
鶴
田

町
内
を
予
定 

●
参
加
料 

二
千
円
（
懇
親
会
は
別
途
三
千
円
） 

●
参
加
資
格 

①
鶴
田
町
民
お
よ
び
鶴
田
町
に
在

住
歴
の
あ
る
方 

②
鶴
田
町
内
に
勤
務
し
て
い
る
方

お
よ
び
勤
務
歴
の
あ
る
方 

●
申
込
期
限 

 

八
月
三
十
一
日
（
月
） 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

①
鶴
田
町
ゴ
ル
フ
協
会
事
業
部 

太
田 

裕
久 

☎
０
９
０
―
１
１
２
０
―
１
１
６
４ 

②
建
設
整
備
課 

上
下
水
道
班 

下
山 

敏
（
内
線
２
８
１
） 

 「
鶴(

高)

の
恩

返
し
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
清
掃
活
動

の
お
知
ら
せ 

 

《
青
森
県
立
鶴
田
高
等
学
校
》 

鶴(

高)

の
恩
返
し
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
で
は
、
長
年
お
世
話
に
な

っ
て
き
た
鶴
田
町
へ
の
「
恩
返
し
」

の
一
環
と
し
て
、
町
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
清
掃
活
動
を
行
う
こ
と
と
し
ま

し
た
。 

い
つ
ま
で
も
住
み
よ
い
町
で
あ

っ
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
か
ら
の

活
動
で
す
。
町
民
の
皆
さ
ま
も
ご
一

緒
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
。 

●
清
掃
日
時 

八
月
五
日
（
水
） 

午
前
八
時
三
十
分
～ 

●
清
掃
場
所 

役
場
裏
側
河
川
敷 

●
集
合
場
所 

鶴
田
町
役
場
第
一
駐
車
場 

（
役
場
東
側
駐
車
場
） 

●
準
備
等 

 

不
要
で
す
。 

 

ゴ
ミ
は
さ
み
や
ゴ
ミ
袋
な
ど
は

当
方
で
用
意
し
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

 

青
森
県
立
鶴
田
高
等
学
校 

 

☎
０
１
７
３
―
２
２
―
３
２
５
１ 

 

視
覚
障
害
者
情

報
セ
ン
タ
ー
を

ご
利
用
く
だ
さ
い 

 

《
視
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー
》 

視
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー
（
旧

県
立
点
字
図
書
館
）
は
、
視
覚
障
害

者
の
方
に
、
点
字
図
書
、
録
音
図
書

（
Ｃ
Ｄ
図
書
）
や
週
刊
誌
な
ど
の
録

音
雑
誌
の
貸
し
出
し
を
行
っ
て
い

ま
す
。 

目
の
不
自
由
な
方
も
自
宅
で
読

書
が
で
き
ま
す
。
費
用
は
無
料
と
な

っ
て
い
る
ほ
か
、
貸
し
出
し
や
返
却

が
無
料
の
郵
便
を
利
用
で
き
ま
す
。 

利
用
に
は
登
録
が
必
要
で
す
。
左

記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

視
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー 

☎
０
１
７
―
７
８
２
―
７
７
９
９ 



「
解
決
の
糸
口

を
見
つ
け
に
行

こ
う
！
」
相
談
会

に
つ
い
て 

 

《
消
費
者
信
用
生
活
協
同
組
合
》 

町
と
連
携
し
て
生
活
再
建
相
談

事
業
を
行
っ
て
い
る
消
費
者
信
用

生
活
協
同
組
合
に
よ
る
無
料
相
談

会
で
す
。 

専
門
ス
タ
ッ
フ
や
弁
護
士
が
お

金
や
暮
ら
し
に
関
す
る
悩
み
な
ど

に
つ
い
て
、
丁
寧
に
聴
き
取
り
し
、

一
緒
に
解
決
の
糸
口
を
見
つ
け
ま

す
。 新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
の
影
響
に
よ
る
生
活
困
窮
・
お
金

の
悩
み
な
ど
の
ご
相
談
に
も
対
応

し
て
い
き
た
い
と
存
じ
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

●
日
時 

九
月
二
十
六
日
（
土
） 

午
前
十
時
～
午
後
四
時 

●
場
所 

 

弘
前
市
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー 

 

（
弘
前
市
大
字
末
広
４
―
１
０
―
１
） 

●
対
象
の
相
談 

①
お
金
の
問
題 

（
多
重
債
務
問
題
な
ど
） 

②
遺
産
相
続 

③
不
動
産
売
買 

④
税
金
等
公
共
料
金
の
滞
納 

⑤
Ｄ
Ｖ
・
離
婚
問
題 

⑥
そ
の
他
く
ら
し
に
関
す
る
悩

み
事 

●
相
談
料 

無
料 

※
事
前
の
予
約
が
必
要
で
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

 

消
費
者
信
用
生
活
協
同
組
合 

青
森
事
務
所 

☎
０
１
２
０
―
１
０
２
―
１
４
３ 

 
中
小
企
業
に
も
「
残

業
規
制
」
の
適
用
が

開
始
さ
れ
て
い
ま
す 

 

《
五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署
》 

今
年
四
月
か
ら
中
小
企
業
に
つ

い
て
も
「
時
間
外
労
働
の
上
限
規

制
」
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
規
制

内
容
の
ご
説
明
や
利
用
で
き
る
助

成
金
の
ご
案
内
な
ど
、
働
き
方
改
革

に
取
り
組
む
事
業
主
の
皆
さ
ま
を

支
援
す
る
専
用
相
談
窓
口
を
ご
活

用
く
だ
さ
い
。 

●
「
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
」
の
内
容 

◇
原
則 

月
四
十
五
時
間
、
年
三
百
六
十
時
間 

◇
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合 

年
七
百
二
十
時
間
、
複
数
月
平
均

八
十
時
間
、
月
百
時
間
未
満 

◇
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
三
六
（
サ
ブ

ロ
ク
）
協
定
を
締
結
し
て
監
督
署

に
届
け
出
る
こ
と
が
必
要 

●
専
用
相
談
窓
口 

五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署
労

働
時
間
相
談
・
支
援
班 

☎
０
１
７
３
―
３
５
―
２
３
０
９

※
受
付
時
間
：
午
前
八
時
三
十
分
～ 

午
後
五
時
十
五
分
（
土
日
祝
を
除
く
） 

※
説
明
会
も
開
催
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
ご
興
味
が
あ
れ
ば
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 つ
が
る
西
北
五
広

域
連
合
医
療
職
員

採
用
試
験
に
つ
い
て 

 

《
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
》 

つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
で
は
、

次
の
と
お
り
医
療
職
員
採
用
試
験

を
実
施
し
ま
す
。 

●
試
験
日 

 
令
和
二
年
九
月
二
十
日
（
日
） 

●
受
付
期
限 

 

八
月
二
十
八
日
（
金
） 

●
職
種
お
よ
び
採
用
予
定
人
員 

 

下
記
の
と
お
り 

●
受
験
資
格 

 

昭
和
五
十
六
年
四
月
二
日
以
降

に
生
ま
れ
た
方
で
下
記
職
種
の
免

許
を
有
す
る
方
ま
た
は
令
和
三
年

四
月
三
十
日
ま
で
に
免
許
を
取
得

す
る
見
込
み
の
あ
る
方 

●
採
用
試
験
案
内 

試
験
内
容
、
受
験
手
続
等
に
つ
い

て
は
、
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
://w

w
w

.ts  
 

g
re

n
.jp

/

）
へ
「
令
和
二
年
度 

つ

が
る
西
北
五
広
域
連
合
病
院
事

業 

医
療
職
員
採
用
試
験
案
内

（
第
二
回
）
」
を
掲
載
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
こ
ち
ら
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。 

●
採
用
日 

令
和
三
年
四
月
一
日 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合 

病
院
運
営
局 

人
事
課 

☎
２
６
―
６
３
６
３ 

                   
   

 

職 種 採用予定人員 

看 護 師 
４名程度 

助 産 師 

薬 剤 師 １名程度 

理 学 療 法 士 １名程度 

作 業 療 法 士 １名程度 

言 語 聴 覚 士 １名程度 

診療放射線技師 １名程度 

臨床検査技師 ２名程度 

 



各種行事のお知らせ 
会場内の換気、人と人との適切な間隔確保、来場者の検温や体調確認、従事者のマスク着用、手洗い・手

指消毒の徹底など感染症対策と、適度な運動やこまめな水分補給など熱中症対策に留意した上で開催しま

す。 

発熱や咳などの風邪症状、だるさ（体調不良）等がある場合は、参加を控えてくださるようお願いいたし

ます。また、来場する際はマスクを着用してくださるようご協力をお願いいたします。 
   

介護予防事業に関する一部の教室 

ヨーガ、フラダンス、ココリラ体操を開催します。詳細は別紙チラシをご覧ください。 

 
 

からだ すっきり! さっぱり! 健康運動教室 

★開催日・対象地区 ※密集・密接を防ぐため、行政区ごとに参加できる日を指定します。 

＜8月 11日（火）＞ 

稲元、米元、掛元、稲川、桂井、田の尻、尾原、前中野、後中野、木筒、間山、野木、大巻、新田子、 

亀田、強巻、派立、寺町、仲町、本町、駅前通り、田中町、桜町、鶴寿団地 

＜8月 13日（木）＞ 

富士見町、公園通り、文化通り、菖蒲川、鶴泊、大性、山道、中野、胡桃舘、境、松倉、横萢、沖、 

東瀬良沢、西瀬良沢、鷹ノ尾、駅東町、相原町、みどり町、あさひ町 

★場 所：鶴遊館 

★時 間：午前 10時～11時（受付 9時 30分～） 

     ※会場には 9時 30分以降にお越しください。ご協力をお願いします。 

     

「傾聴サロン」 でほっこり、すっきりしませんか 

鶴田町傾聴ボランティア養成講座修了生による「つるりんの会」が、あなたのお話をじっくりと聴きます。 

お話した内容の秘密は厳守します。安心してお越しください。 

★日 時：8月 3日（月）、17日（月） 午後 1時～3時  

★時 間：鶴遊館 栄養指導室 

 

 

 

 

              

 

 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症について 

〇首都圏などとの往来については、慎重な行動をお願いします。 

〇人との距離を保ち、手洗いや咳エチケットなどを徹底しましょう。 

〇一人ひとりの行動が感染防止につながりますので、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年 
町の保健だより 

連絡先：健康保険課 健康長寿班（内線 131～136） 

◎ご心配やご不明な点があれば、まずはお問い合わせください。 

＊申込み不要です。＊運動できる服装でおいでください。 

＊お茶、水、タオルなどをお持ちください。 

 

《感染について心配な方》・厚生労働省電話相談窓口                       TEL ０１２０－５６５６５３ 

・帰国者・接触者相談センター（五所川原保健所） TEL ０１７３－３４－２１０８ 

《健康面・予防方法について心配な方》・電話相談窓口（青森県）           TEL ０１２０－１２３－８０１ 

                                 ・役場 健康保険課       TEL ２２－２１１1 

～夏場は熱中症にも十分に注意しましょう～ 

・マスク着用時は激しい運動を避け、のどが乾いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。 

・暑さを避け、少しでも体調が悪くなったら涼しい場所へ移動しましょう。また、こまめに換気をしましょう。 

・日頃から体温測定などの健康管理を行い、体調が悪いと感じたときは無理せず自宅で静養しましょう。 


